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医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
自
己
負
担
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
、
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が
医
療
保
険
お
よ
び
介
護
保
険
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
手
続
き
に
は
市
町
村
窓
口
へ
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
国
保
・
後
期
の
み
で
対

象
見
込
み
の
方
へ
申
請
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

○
医
療
保
険
ま
た
は
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０
円
の
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
国
保
と
後
期
の
医
療
費
は
同
一
世
帯
で
も
合
算
さ
れ
ま
せ
ん
。（
社
会
保
険
の
方
も
同
様
で

す
。）

○
支
給
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 1　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※ 2　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が 0 円（公的年金収入のみ
　　　の場合、その受領額が 80 万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

70
歳
未
満
（
後
期
加
入
者
除
く
）

所得区分 自己負担額の
合計の限度額

所得 901 万円超世帯 212 万円

所得 600 万円超 901 万円以下世帯 141 万円

所得 210 万円超 600 万円以下世帯 67 万円

所得 210 万円以下世帯 60 万円

住民税非課税世帯 34 万円

70
歳
以
上
及
び
後
期
加
入
者

負担
割合 区　　分 自己負担額の

合計の限度額

３割
現役並み
所得者
世帯

Ⅲ 課税所得 690 万円以上 212 万円

Ⅱ 課税所得 380 万円以上 141 万円

Ⅰ 課税所得 145 万円以上 67 万円

１割

一般（課税世帯）課税所得 145 万円未満 56 万円

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ（※ 1） 31 万円

区分Ⅰ（※ 2） 19 万円

1 年間の自己負担限度額表
〔1年分の自己負担額の計算期間：8月1日～翌年 7月31日〕
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
様
々
な
困
難
に
直
面
し
た
方
々

が
、
速
や
か
に
生
活
・
暮
ら
し
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
を
対
象
に

１
世
帯
当
た
り
10
万
円
の
現
金
を
給
付
し
ま
す
。

■対象世帯
①基準日（令和 3 年 12 月 10 日）時点で豊頃町に住民票があり、世帯全員の令和 3

年度分の住民税が非課税である世帯。【※住民税が課税されている人の扶養になっ
ている方がいる世帯は対象になりません。】

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和 3 年中収入（所得）
見込額が住民税非課税水準以下である世帯。

家族構成例 非課税相当限度額
（収入ベース）

非課税相当限度額
（所得ベース）

単身または扶養親族なし 93.0 万円 38.0 万円

配偶者・扶養親族（計 1 名）を扶養 137.8 万円 82.8 万円

配偶者・扶養親族（計 2 名）を扶養 168.0 万円 110.8 万円

■申請方法
①の場合…1 月下旬に該当世帯に支給要件確認書を送付していますので、必要事項

を記入確認のうえ、福祉課福祉係に郵送するか直接提出してください。
②の場合…令和 3 年中の収入状況がわかる書類（令和 3 年分の確定申告書、住民税

申告書、源泉徴収票、給与明細書等の写し）を持参し、福祉課福祉係まで提出し
てください。

■留意事項
　住民税未申告の方は、申告書の提出が必要となります。
　ご高齢な方などで町外にお子さん等がお住まいの場合、ご本人が気づかれないま
ま、税の扶養控除を受けていることがあります。申請前に、お子さん等に扶養控除
を受けているかどうかご確認ください。（給付後、課税者に扶養されていることが判
明した場合は、給付金を返還していただくことになります。）
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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振
替
や
前
納
が
お
得
で
す
～

自営業・学生など第 1 号被保険者が納める令和 3 年度の保険料は月額 1 万 6,610 円です。
送付された納付書にもとづき、毎月納めることもできますが、口座振替や、まとめて納める前
納にすると、保険料が割引されます。

口座振替
納め忘れがなく、手続きも簡単な口座振替は、保険料の割引制度も利用できますので、お勧

めです。
毎月保険料を納めるなら、当月分の保険料を当月末に引き落とす「早割」を申し込むと月額

50 円の割引になります。前納すれば、さらに割引があります。

前　　納
6 か月分や１年分をまとめて納める前納にすると、保険料が割引になります。クレジットカー

ド納付や納付書による現金納付もできますが、口座振替で前納するほうが割引率は高くなります。
また、2 年度分の保険料を前納する 2 年前納の制度もあり、さらに割引率が高くなっています。

   ◆前納した場合の定額保険料額の比較表（令和 3 年度金額）

納付方法 前納する期間 前納する保険料額 毎月現金納付の
保険料額

前納と毎月現金納付を
比べた割引額

現金 1 年 19 万 5,780 円 19 万 9,320 円 3,540 円割引

口座振替 6 か月 9 万 8,530 円 9 万 9,660 円 1,130 円割引

口座振替 1 年 19 万 5,140 円 19 万 9,320 円 4,180 円割引

口座振替 2 年 38 万 2,550 円 ※ 39 万 8,400 円 １万 5,850 円割引
　※令和 4 年度の保険料額は、令和 4 年 2 月下旬に告示される予定ですので、若干変動があります。

「口座振替申出書」に必要な事項を記入・押印（金融機関への届出印）し、金融機関又は役
場住民課の窓口へ提出してください。なお、郵送の場合は、帯広年金事務所へ提出してくだ
さい。
※「口座振替申出書」は、金融機関、役場住民課、帯広年金事務所の窓口にございます。

●前納の申し込みは下記のとおり期限があります。ご注意ください。
（申込み書類に不備等があれば、期限までに間に合わない場合がありますので、お早めにお手続きください）

　　　　 　　　　 　　　　　　　  　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　

６か月前納          ４月～９月分は２月末まで　　　　10 月～翌年３月分は８月末まで　

１年前納                                  4月～翌年3月分は翌年2月末まで         

２年前納                                  4月～翌々年 3 月分は翌々年２月末まで                                

●令和4年4月からの2年・1年・6か月前納の申し込みは、2月末までに金融機関または帯広
年金事務所に提出してください。

●郵送の場合、郵便物の到着までに日数がかかりますので、早めに投函していただきますようお願い
します。

●現金での 2 年前納を希望される場合は、事前に申出が必要です。
　詳しくは、日本年金機構帯広年金事務所（☎ 0155-25-8113）へお問合せください。

お申し込みは簡単！
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